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１ 計画の基本理念 

「第６次杉戸町総合振興計画」の「まちの未来像４ 自らの健康を守りながら安

心して暮らせるまち」の地域福祉の項で、「地域で支え合い、助け合う環境づくり」

と定めています。 

一方で、本町では、「第１・２次計画」で、基本理念「みんなで支え合い 助け

合う 安心安全なまちづくり」を掲げて計画を推進し、子どもから高齢者まで年齢

や性別、障がいの有無等にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で、地域の支え合い

により安心して心豊かな生活を送れるよう、町民、地域の団体・社会福祉事業者、

町が連携してみんなで支え合い助け合う安全で安心なまちづくりをめざしてきま

した。 

上記の流れを踏まえて、本計画の基本理念を 

多様な人々とつながり 助け合い 

  みんなで支えるまちづくり 

 

 とし、町民の福祉サービスの充実・向上を図りつつ、地域における多様な主体とと

もに協働し、「自助・共助・公助」が一体となって「地域福祉」の一層の推進に取

り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

杉戸町マスコットキャラクター「すぎぴょん」  
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２ 計画の基本目標 

「基本理念」の「多様な人々とつながり 助け合い みんなで支えるまちづくり」

を実現するため、次の４つの基本目標を定め、施策を推進していきます。 

基本目標１ 地域福祉を進める「基盤」づくり ～包括的な支援体制の整備など 

○令和３年４月の社会福祉法改正により、従来の事項に加えて、「地域における

高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項」と「包括的な支援体制の整備に関する事項」の２つを「市町村

地域福祉計画」に盛り込むべきことが示されています。 

 また、地域福祉の推進にあたっては、社会福祉協議会が重要な役割を担ってい

ることから、その事業活動への支援が重要になっています。 

⇒総合相談支援体制やネットワークなど、「地域福祉」を進めていくための「基盤」

の整備、充実を目指します。 

 

成果指標  令和５年度（現状）  令和 11 年度（目標） 

福祉サービスに関する情報を「あまり

入手できていない」と答える人の割合 

 
16.6％  10.0％ 

 

※ 「町民アンケート調査」より。 

基本目標２ 支え合い・助け合いの「ひと」づくり ～「福祉の心」のあるひとの育成 

○近年、町を取り巻く社会環境は、少子・高齢化や核家族化が進行し、地域のつ

ながりの希薄化などの課題があります。誰もが地域で安心して自分らしく暮ら

していくためには、町民一人ひとりが福祉に関心を持つこととともに、地域活

動・ボランティア活動等を担う人材の育成が重要です。 

⇒町民の中に「福祉の心」を育み、支え合い・助け合いのできる「ひと」づくり

を目指します。 

 

成果指標  令和５年度（現状）  令和 11 年度（目標） 

福祉ボランティア登録者数  905 人（＊４年度末） 950 人 

「現在、地域活動・ボランティア活動

をしている」と答える人の割合 

※ 「町民アンケート調査」より。 

 11.0％  20.0％ 
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基本目標３ 「地域のつながり」づくり ～支え合い、助け合う雰囲気の醸成 

○地域福祉は、地域の中で町民がともに支え合う「共助」の取組みを核として展

開される活動であり、町民同士が支え合う地域づくりのためには、地域の人々

が知り合い、ふれあう機会を増やすことが必要です。 

⇒「近所付き合い」が地域づくりの基本であることから、交流やふれあいを通じ

て「地域のつながり」を目指し、「きずな」づくりに努めます。 
 

成果指標  令和５年度（現状）  令和 11 年度（目標） 

近所づきあいについて「相談や助け

合いができるような親しいつきあ

い」をしていると答える人の割合 

 

7.6％  8.0％ 
 

民生委員・児童委員について「地区

担当者も活動内容も知っている」と

答える人の割合 

 

10.9％  20.0％ 
 

社会福祉協議会について「名前も活動

内容も知っていた」と答える人の割合 
 19.4％  25.0％ 

※ いずれも「町民アンケート調査」より。 

 

 

基本目標４ 安心・安全な暮らしの「しくみ」づくり ～安心して、安全に暮らせる 
                                     地域の実現 

○ハード・ソフト両面から「福祉のまちづくり」を進めてきましたが、依然とし

て課題が残されています。 

また、交通安全や防犯に対する生活環境の整備を進めることとともに、災害時

に備えた「避難行動要支援者名簿」の整備などの支援への取組みが必要です。 

⇒交通・防犯、防災などの総合的なまちづくり支援体制を整え、誰もが安心して、

安全に暮らせる「しくみ」づくりを目指します。 
 

成果指標  令和５年度（現状）  令和 11 年度（目標） 

「市民後見人」の育成人数 
 

０人 
 

 
３人 

 

「避難行動要支援者名簿」登録者数  2,934 人  4,000 人 
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３ 計画の展開（施策体系） 

「基本施策」を含めた本計画の体系は、次のとおりです。 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

み
ん
な
で
支
え
る
ま
ち
づ
く
り 

多
様
な
人
々
と
つ
な
が
り 
助
け
合
い 

基本理念 基 本 目 標 基 本 施 策 

（１）地域における交流の促進 
  
（２）社会的孤立対策の推進 
 
（３）再犯防止対策の推進 

（１）「重層的な支援体制」の整備 
  
（２）地域福祉ネットワークの強化 
 
（３）社会福祉協議会活動への支援 

（１）「福祉のまちづくり」の推進 
 

（２）防犯・交通安全対策等の推進 
  
（３）権利擁護体制の充実 
 
（４）「成年後見制度」利用の促進 
 
（５）災害時等における支援のしくみづくり 

１ 

地域福祉を 

進める「基盤」 

づくり 

（１）福祉教育の充実 
 
（２）地域の支え合い意識の育成 
 
（３）地域活動の担い手の育成・支援 

２ 

支え合い・ 

助け合いの 

「ひと」づくり 

３ 

「地域のつなが

り」づくり 

４ 

安心・安全な 

暮らしの 

「しくみ」づくり 
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４ 計画とＳＤＧｓとの関係 

「ＳＤＧｓ」（持続可能な開発目標・エスディージーズ）は、平成 27 年 9 月に

国際連合で採択された、先進国を含む国際社会全体で令和 12 年（2030 年）まで

の達成をめざす 17 の国際目標のことです。国は平成 28 年に「ＳＤＧｓ実施指針」

を定めて、地方自治体の各種計画等への最大限の反映を奨励しています。本計画

は、ＳＤＧｓの理念である「誰一人取り残さない」社会づくりを念頭に置いて取組

み（施策）を推進していきます。 

 

 
出典：外務省     
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